
 

 

 

 

 

 

 
 

海水浴で遊具を使用した事故の発生について 
 

第八管区海上保安本部管内において、海水浴で遊具を使用した事故が多発して

います。動物型のフロートに乗った子どもが陸からの風により沖に向かって流さ

れる事故のほか、今月１５日には今夏初めてのトーイング遊具事故も発生してい

ます。 

海水浴シーズンも残り僅かですが、事故に遭わないためにも、ワンポイントア

ドバイスを守りましょう。 

 

表 フロートを使用した事故 

事故日時 事故場所 事故者 遊具 事故概要 

8月 6日 福井県高浜町

城山海水浴場 

４歳女児 

大阪府在住 

動物型 

フロート 

フロートが陸からの風に

より沖に流され、浜に戻

れなくなる。 

8月 14日 福井県敦賀市

白木海水浴場 

５歳男児 

大阪府在住 

動物型 

フロート 

8月 14日 京都府舞鶴市

神崎海水浴場 

８歳女児 

兵庫県在住 

動物型 

フロート 

8月 15日 京都府舞鶴市

竜宮浜海岸 

６歳女児 

大阪府在住 

動物型 

フロート 

 

 

 

 

 

写真 事故時に使用されていた動物型のフロート 

【問合せ先】 

第八管区海上保安本部 

交通部安全対策課 北見・竹内 

電話 0773-76-4100（内線 2640･2641） 

平成 30年８月 16日 

第八管区海上保安本部 



●水上オートバイを使ったトーイング遊具事故 

 平成３０年８月１５日（水）、福井県小浜市の小松原海岸沖で、水上オートバ

イにけん引された浮輪様の遊具に乗っていた２１歳男性は、遊具から手を離した

ために海面に落下し大腿部等を強打した。病院に搬送され、大腿部打撲と診断さ

れた。 

 

 

≫遊具で事故に遭わないワンポイントアドバイス 

 ●フロート 

① 風の強い日は遊具の使用を控える！ 

② 遊具に乗った子どもから目を離さない！手を離さない！ 

 ●トーイング遊具 

① 障害物がない、広くて安全な海域で行ないましょう！ 

② 水上オートバイには見張り役を同乗させましょう！ 

③ 安全な速力を心がけましょう！ 

④ ライフジャケットやヘルメットなどの保護具を着用しましょう！ 

⑤ 曳航する人と遊具に乗る人との間で合図を決めておきましょう！ 

⑥ 弛んだけん引ロープを水上オートバイの吸入口で吸い込まない 

よう注意しましょう！ 


